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3. 『人事』メニュー（人事情報入力手順） 

 

 

3.1. マスタメンテナンス 

  

 

本システムで使用する汎用コード値と名称の登録、変更、削除を行うことができます。 

所属マスタ、発令マスタは、履歴情報を保持することができます。 

 

  

3.1. 3.2. 
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3.1.1. 所属マスタ 

１） 所属コード、所属名称を設定します。 

 

① 新規追加の場合は、画面下部「追加」ボタンを押下します。 

所属マスタ登録画面に遷移します。 

 

 

② 「（所属）コード」「適用開始年月日」を入力してください。 

③ ②の入力が終わったら「設定」ボタンを押下してください。「設定」ボタンを押下すると、 

所属マスタ項目エリアが入力可能となります。 

  

 
①  

 
 

②  
③  
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④ 所属マスタ項目エリアが入力可能となりましたら、表示名称を入力してください。 

⑤ 入力が完了しましたら画面下部にある「更新」ボタンを押下してください。 

 

 

所属コードが登録され、一覧に表示されます。 

  

 
④  

 ⑤  
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２） 所属名称等が変わり、かつ古い所属データを保持したい場合 

 

⑥ 新規同様「追加」ボタンを押下してください。 

 

 

⑦ 変更をしたい所属コードと同じ所属コードを「コード」欄に入力してください。 

⑧ 変更したい所属名を「表示用名称」に入力してください。 

⑨ 入力が完了したら「更新」ボタンを押下してください。 

・所属マスタ一覧に新しい所属コードが登録され、古い所属は適用開始年月日が更新 

され履歴として残ります。 

 

 
⑥ 

 

 

 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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・基準年月日を「2018/04/01」で検索すると、古い所属名が表示されます。 

 

 

 

・基準年月日を「2018/05/01」で検索すると、新しい所属名が表示されます。 
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3.1.2. 名称マスタ 

汎用コード、区分に対する名称を設定します。 

名称を設定することで出力されるコードまたは区分等に名称が付けられます。 

 

①名称マスタのプルダウンより設定したいカテゴリを選択します。 

 

②新規追加の場合は、画面下部「追加」ボタンを押下します。 

  

②  

①  



 

33 

 

 

 

③コード、名称（全角）を入力して画面下部にある「更新」ボタンを押下します。 

更新が正常に完了すると、名称マスタ一覧画面に遷移します。 

 

 

④名称マスタ一覧に、登録された内容が表示されます。登録した内容を修正したい場合には 

「編集」ボタンを押下し、修正してください。 

 

  

③ 

④ 
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3.2. 人事情報入力 

『人事管理』⇒『人事』  

『人事』メニューでは、ユーザの人事データを登録、削除、履歴管理することができます。 

 

0 ) 各入力項目について 

 

データの入力方法は２通りあります。 

 

① 外部取込 

エクセル上にデータを入力し、画面上に取込む方法です。 

まとまった数の社員データを取り込む際、ご使用ください。 

詳細な操作方法については「PROSRV on Cloud操作講習会資料１-2」「4.3. 外部取込」

をご参照ください 

 

② 人事マスタ入力 

画面上から直接、データを入力する方法です。 

中途入社の方など、１人ずつ入力する際、ご使用ください。 

 

※ 具体的な入力内容については、次頁から②個人別入力の画面にてご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

① ② 

※入力画面の切り替えは、 

 次項の画面でも可能です。 
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◎Web マイナンバー管理サービスをご利用のお客様 

  PROSRVに新規社員登録をしても、Webマイナンバー管理サービスには新規登録されま 

せん。 

ただし、「マイナンバーシステム本人情報」で「連携する」（「2.3．外部システム連携管

理」参照）を選択している場合、Webマイナンバー管理サービスに本人情報が自動連携

され、登録されます。 

また、PROSRVで退職登録を行うと「退職年月日」も自動連携されます。 

Webマイナンバー管理サービスの設定によりますが、「退職年月日」から「削除年月日」

が設定され、「削除年月日」になるとWebマイナンバー管理サービスから本人情報が自動

削除されます。 
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1) 人事基本情報 

1)-１ 新規社員登録 

新たに社員を登録する場合、最初に「人事基本情報」画面にて登録を行ってください。 

①「新規追加」ボタンを押下し、データの入力後、②「更新」ボタンにてデータを確定します。 

項目名称に｢必須マーク｣のついている項目が初回登録時入力必須項目となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「取消」 ・・・ 「更新」を押下する前のみ使用可能で、入力前の状態に戻します。 

「削除」 ・・・ 今回入力したデータ（「更新」されたデータ）を削除します。 

         新規追加された場合は、その人が削除されます。 

「更新」 ・・・ 登録内容の確定を行います。 

 

 

 連携開始年月日について 

 連携開始年月日は、人事情報登録時の必須項目ではありませんが、給与支給処理の対象となる社員の 

場合、必ず入力してください。 入力された年月日以降の支給日の給与計算処理の対象者となります。 

例：20xx/5/25 から支給を開始したい場合 

連携開始年月日 ＝ 20xx/05/26 → 6 月給与より支給 

        ＝ 20xx/05/01 → 5 月給与より支給 

        ＝ 20xx/05/25 → 5 月給与より支給 

 

① 
 

② 

※入力画面の切り替えは、 

 前項の画面でも可能です。 

新規追加 
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1)-2 変更社員登録 

社員の情報を変更する場合 

①社員検索にて、社員を検索してから登録、変更を行います。社員を検索しないと、各項目 

に対して入力ができませんので、必ず社員を検索してから作業をするようにしてください。 

社員検索の検索アイコン（虫眼鏡）を押下すると、以下のような画面が表示されます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社員検索エリアに社員番号・漢字氏名・ｶﾅ氏名（半角ｶﾀｶﾅ）を入力し、「検索」ボタンを 

押下すると絞込めます。（漢字氏名・ｶﾅ氏名で検索する場合、姓と名の間にスペース不要） 

・前方一致検索の場合は、「検索文字」 

・後方一致検索の場合は、「%検索文字」 

・部分一致検索の場合は、「%検索文字%」 

③検索条件の右部にある矢印（>>）を押下し、検索条件を開くと上部図右側の状態になり、 

さらに詳細な検索条件を入力して、範囲の絞込みも可能です。 

④入力処理を行いたい社員番号をクリックすると、呼び出し画面で編集可能となります。 

 

開く 閉じる 

[≫] 詳細検索画面を開く 

[≪] 詳細検索画面を閉じる 

 

① 

② 

③ 

④ 

④ 
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⑤各タブは、支給日情報・社員情報を保持して画面遷移を行うので、トップメニューに 

戻らずに引き続き、同じ社員の情報を入力することができます。 

⑥選択した社員の情報が画面に表示されますので、変更内容を入力し、画面右下にある 

「更新」ボタンを押下してください。 

 

⑦『更新完了しました』のメッセージが表示されたら、更新完了です。 

入力内容によっては、「更新」ボタン押下時にエラーメッセージが表示されることがあります。

その場合は、エラーメッセージの内容に従い入力内容をご確認ください。 

 

  

⑥ 

新規追加 

⑤ 

 ※入力画面の切り替えは 

トップメニューでも可能で
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1)-3 退職登録 

   在職中の社員を退職させたい場合、退職情報を登録する必要があります。退職年月日、退職

連携開始年月日に入力をすると、退職者の「源泉徴収票」が出力されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「退職年月日」「退職連携開始年月日」に入力してください。 

② 「更新」ボタンを押下し、登録を完了させてください。 

※「退職翌月の標準報酬月額」（入力不要） 

「１ クリアする」とした場合、退職年月日の年月の翌月（＋１した月）が支給対象年月の給与

時に、『給与』メニュー「501・健保月額」、「502・厚年月額」に 0円を連携します。 

 

  

① 

② 

※ 

  退職時の「退職連携開始年月日」の登録について 

※ 「退職年月日」に日付の入力があっても、「退職連携開始年月日」に入力がないと、 

給与（賞与）処理上は退職者として扱われません。 

※ 入力いただく日付は、給与では「連携開始年月日」と同じ判断となります。 

例：20xx/3/31 で退職した場合（給与支給日：20xx/03/25） 

退職年月日     ＝20xx/03/31 

退職連携開始年月日 ＝20xx/03/25 → 3 月給与で「源泉徴収票」を出力 

            ＝20xx/04/25 → 4 月給与で「源泉徴収票」を出力 

 ⇒詳細については「PROSRV  on  Cloud操作講習会資料１-2」 「4.2.1.個人別入力・属性  

3)制御情報【退職登録例】」参照 

※ 「□給与以外も連携する」について 

賞与にて退職処理を行う際、退職連携開始年月日と賞与支給日が同日の場合にチェックが必要 

例：20xx/3/31 で退職した場合（賞与支給日：20xx/03/25） 

     退職年月日＝20xx/03/31 、退職 連携開始年月日＝20xx/03/25 

      チェックあり → ３月賞与に退職連携する 

      チェックなし → ３月賞与に退職連携しない 

※ 退職年(月日)の翌々年の 3 月以降は、各計算処理（給与・賞与・差額）へ対象者として 

連携しません。また、退職年(月日)の翌々年の 3 月の給与本処理時に計算対象者ではなくな

り、『給与計算』メニューからいなくなります。 

（総支給額・課税対象額・社会保険・所得税いずれかの累計に金額がある場合を除く） 
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1)-4  復職登録 

   復職社員情報の登録方法 

   既退職者について、同じ社員番号・人事情報にて復職登録を行う場合、本画面にて登録する

必要があります。 

① 退職年月日、退職連携開始年月日の値をブランクにしてください。 

② 「更新」ボタンを押下し、登録を完了させてください。  

③ 支給が発生する場合、「退職後支給」（『給与計算』⇒『給与』「制御情報」）にチェックが必

要です。 
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2) 社会保険基本情報 

各社員の社会保険に関する情報を管理します。 
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・ 各番号につき、ハイフンなどの記号は登録できません。 

・ 「資格取得（喪失）年月日」は次項の設定をしない限りＤＣＳの給与処理や、社会保険処理で

は参照しません。「□同日得喪」は、人事情報として備考的に登録が可能です。 

・ 当画面での登録に不備・不足があっても、給与処理での社会保険料の控除は可能です。 

ただし、算定（月変）届書の印字時はエラーになってしまうため、「社会保険処理」をご契約の

お客様は、当該処理までに登録をお願いいたします。 
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       「資格取得時」の各項目について 

『システム管理』メニューの設定により、資格取得時には算出した｢標準報酬月額｣データを、 

資格喪失時には 0円データを、「人事連携」することで、『給与』メニュー「501 健保月額」、 

「502 厚年月額」へ引き継ぐことができます。 

『環境設定』⇒『システム管理』 「会社情報管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「社会保険契約」（もしくは「私学共済契約」） ・・・ １契約済 

②「標準報酬月額連携」  ・・・「人事連携あり」 

③「保険料徴収月」 ・・・ 保険料徴収のタイミングが当月か翌月かここで判断する 

・資格取得時 

 「通貨によるものの額」、「現物によるものの額」を入力すると、『お客様毎の契約情報（社会保

険/私学共済）に従い、標準報酬月額を算出します。「資格取得年月日」の③保険料徴収月に、

「資格取得時 標準報酬月額」（「社会保険基本情報」）を月例給与の「５０１ 健保月額」「５０２ 

厚年月額」にデータを連携する。（資格取得時の最初の徴収月のみ連携） 

（例）４月１日に資格取得をし、③保険料徴収月が翌月だった場合は、５月給与の「５０１ 健保月

額」「５０２ 厚年月額」に「資格取得時 標準報酬月額」を引き継ぐ。 

『給与計算』⇒『給与』 「業務共通」 

 
・資格喪失時 

「資格喪失年月日」の③保険料徴収月に、月例給与の「５０１ 健保月額」「５０２ 厚年月額」

に 0円データを連携する。 

  

中略 

① 

③ 

② 
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3) 住所情報 （履歴管理可能） 

・ 各社員の住所に関する情報を管理します。住所情報は歴で管理することが可能です。 

・ 歴で管理しない場合は、適用開始年月日に任意の年月日を入力してください。 

 

歴の追加方法 

① 画面左下にある「追加」ボタンを押下します。 

② 「適用開始年月日」テキストボックスが編集可能な状態となりますので、適用開始年月日と、

その他必要な項目に入力をし、「更新」ボタンを押下してください。 

③ 更新が完了すると、画面下にある住所歴一覧に追加されます。 

※ 「適用開始年月日」は、一度登録すると修正ができません。修正したい場合は、 

新しく登録のうえ、履歴削除してください。（履歴内の内容は、修正可能です） 

※ 外部取込を行う際は、適用開始年月日がキーとなっており、同じ日付があれば履歴

修正、新しい日付は履歴追加として取り込まれます。 

③ 

① ② 
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4) 家族情報 （履歴管理可能） 

・ 各社員の家族情報を管理します。家族情報は歴で管理することが可能です。 

・ 歴で管理されない場合は、適用開始年月日に任意の年月日を入力してください。 

※「家族情報」を登録しない場合、「扶養優先情報」にて各扶養人数の登録が必要です。 

 

＜家族情報を登録するメリット＞ 

１． 「家族情報」を登録すると、自動的に扶養情報を算出し、表示されている扶養情報にて 

所得税算出します（人数は画面上部「扶養情報（２０XX年年末時点）」に表示します）。 

２． 登録されている家族情報を源泉徴収票の扶養親族の情報として使用します。 

３． 扶養控除申告書を家族情報の登録内容をもとに印刷します。 

（申告書印字にはご契約が必要です。） 

 

家族追加方法 

① 画面下にある「家族追加」ボタンを押下します。 

※なお、従業員にとって一人目の家族を入力する場合は、「家族追加」を押下する必要は

ありません。直接ご登録ください。二人目以降、「家族追加」ボタンの押下が必要です。 

①  
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② 適用開始年月日、その他必要な項目に入力をし、「更新」ボタンを押下してください。 

③ 更新が完了すると、画面下にある家族情報一覧に追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履歴追加方法 

① 家族情報一覧から、歴を追加したい家族名横の、「編集」ボタンを押下し、入力画面に 

表示させます。その状態で、画面左下の「履歴追加」ボタンを押下してください。 

② 「適用開始年月日」テキストボックスが編集可能な状態になりますので、適用開始年月日、

その他必要な項目に入力をし、「更新」ボタンを押下してください。 

③ 登録内容については、画面下の家族情報一覧から確認することができます。なお、常に 

最新の情報が表示されますので履歴を確認する場合は、「履歴表示」チェックボックスに 

チェックをつけてください。 

※ 新規登録時に、「外部取込」にてエクセルから取り込む場合、「家族ＩＤ」は任意でご設定 

ください。ただし、画面から新規登録する場合、「家族ＩＤ」は自動で採番されます。 

② 

③ 

② 
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＜家族情報登録時のポイント＞ 

・税扶養（合計所得金額が４８万円以下の方）している扶養家族の登録が必要です。 

・配偶者は、扶養していなくても登録が必要です。 

（配偶者有無を判断します） 

（配偶者特別控除対象の方も、名前を「源泉徴収票」等に表示します） 

・年少扶養親族の方の登録が必要です。 

（配偶者「非該当」、扶養「控除対象扶養親族」、直系尊属「非該当」で登録） 

・退職所得を含めると年間所得見積額が４８万円を超えるが、退職所得を除くと４８万以下と 

なる方も登録してください。（扶養「対象外」） 

 
◎Webマイナンバー管理サービスご利用のお客様 

家族情報を追加登録・削除したら、Webマイナンバー管理サービスにも、マイナンバーの追加
登録・自動削除年月日の登録が必要です。 
なお、源泉徴収票等にマイナンバーを印字させるためには、社員番号＋家族生年月日 （＋
家族漢字姓名 または 家族カナ姓名）の登録が PROSRVの家族情報とWebマイナンバー管
理サービスの登録内容とで一致している必要があります。 

 

 

 

  

① 

② 
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①扶養情報（年末時点） 

 「家族情報」を入力すると自動的に年末時点の扶養情報を算出します。 

 

②家族情報 

・漢字氏名 カナ氏名 

登録したとおりに「源泉徴収票」等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」「控除対象扶養

親族」「１６歳未満の扶養親族」欄に名前が表示されます。 

 

・非居住区分 

日本国内に居住していない控除対象扶養親族については、非居住の登録をすると『源泉

徴収票』等の「区分」欄に 01～04 のコードが印字されます。 

 

・生年月日 

 登録することで、「年少扶養親族」「老人」「内）特定扶養親族」の判断をします。 

 

・配偶者 

 配偶者に該当する方は、「該当」を登録してください。 

 

・扶養 

 以下、いずれかを登録してください。 

「１：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」 

従業員本人の所得にかかわらず扶養者（家族）の合計所得金額が４８万円以下の方。 

『源泉徴収票』等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」（本人の所得１０００万円超の方

は表示されない）「控除対象扶養親族」「１６歳未満の扶養親族」欄に名前が表示。 

 

「２：他の所得者控除を受ける扶養親族等」 

従業員本人以外の他の所得者の控除対象扶養親族である 23歳未満の方か、特別障害者に

該当する扶養者（家族）の方。 

年末調整時に従業員本人の給与等の収入金額が 850万円を超える場合、所得金額調整控

除（最大 15万円）を受けることができ、『源泉徴収票』等の摘要欄に「氏名（調整）」

と表示。 

 

 「０：対象外」 

  上記「１：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」「２：他の所得者控除を受ける扶養親

族等」のいずれにも該当しない方。 
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・源泉控除対象配偶者（配偶者「該当」の方のみ入力可） 

   源泉控除対象配偶者（配偶者の合計所得金額９５万以下、かつ、本人の所得９００万

以下）に該当する方は「該当」を登録してください。 

 

・配特控除年調反映 

（配偶者「該当」、扶養「対象外」、源泉控除対象配偶者「該当」の方のみ入力可） 

  年末調整時にのみ控除する場合は「反映する」にしてください。（初期値「反映しな

い」の場合は、年末調整時だけでなく給与等でも控除します） 

 

・年間所得見積額 

  参考値です。 

 

・退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額 

扶養が「対象外」、かつ、配偶者「該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額

が 133 万円以下、配偶者「非該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額が 48

万円以下に該当する場合のみに登録が可能です。 

所得税上は扶養控除を受けられないが、住民税上は扶養控除を受けられる方です。 

 

・同居 

  本人あるいは配偶者と同居しているか同居していないかの登録をしてください。 

 「２：同居（障害者控除用）」は、本人あるいは配偶者とは同居していないが生計を一

にする扶養家族と同居している特別障害者の方に登録をしてください。（同居特別障害

者となります） 

 

・直系尊属 

  本人もしくは配偶者の父母，祖父母，曾祖父母の場合は、「該当」を登録してくださ

い。 

 （子供や孫は、「非該当」を登録してください） 

 

・離婚年月日 

 「離婚年月日」を登録すると、自動的に「扶養」対象外、「源泉控除対象配偶者」非該

当の扱いとなります。 

（「配偶者」「扶養」「源泉控除対象配偶者」の登録内容は自動的には変わりません） 

 

・死亡年月日 

扶養親族等が年の途中で死亡された場合、当年は扶養控除を受けることができます。 

 「死亡年月日」を登録すると、来年１月以降、自動的に「扶養」対象外、「源泉控除対

象配偶者」非該当の扱いとなります。 

（「扶養」「源泉控除対象配偶者」の登録内容は自動的には変わりません）  
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5) 扶養優先情報 

・ 家族情報を使用する場合は、登録する必要はありません。 

・ 各社員の扶養情報を管理します。 

・ 家族情報を登録しない社員の場合、「扶養優先情報」に扶養人数の登録が必要となります。 

・ 画面からの登録はできません。外部取込で登録してください。 

 

※ 「扶養優先情報」画面で登録されたデータを優先して給与データに引き継ぎます。個人ご

とに「扶養優先情報」に１つでも登録がある場合、「家族情報」の登録内容は無視されます。 

 

※ 家族情報管理への切り替えに伴い、本画面で登録した扶養優先情報が不要となった場

合、扶養優先情報一括削除画面にて、一括で削除する必要があります。 

 

※ 個人ごとに、削除を行う場合は「削除」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞ 

 「削除」ボタンが押下できる（グレーアウトしていない）場合、扶養優先の登録があります。 

 全て０人で登録されている場合は、登録した「家族情報」が無視されてしまいますので、 

「削除」ボタンを押下し「扶養優先」情報を削除してください。 

  

↑「削除」ボタン 
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 ＜ご参考＞扶養情報について 

a．配偶者有無    ･･･扶養の有無に関わらず、戸籍上の配偶者がいるかどうかを登録します。 

0 戸籍上配偶者なし 

1 戸籍上配偶者あり 

b．控除対象配偶者 ･･･配偶者が控除対象である場合、該当コードを登録します。 

 

c．一般控除扶養人数･･･扶養親族のうち、配偶者、年少扶養親族（１６歳未満）および老人扶養親族（７０歳以上）

を除いた該当人数を登録します。例えば、１７歳の子供や７０歳を超えていない父母を一

般控除扶養人数として数えます。 

d．内）特定扶養親族数･･･一般控除扶養親族のうち、特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）に該当する人数を 

登録します 

e．年少扶養親族数  ･･･扶養親族のうち、年少扶養親族（１６歳未満）に該当する人数を登録します。 

f．同居老親人数    ･･･老人扶養親族（７０歳以上）のうち、本人もしくは配偶者の直系尊属で、かつ本人もしくは 

配偶者と同居している人数を登録します。 

g．同居老親外人数   ･･･老人扶養親族（７０歳以上）のうち、同居老親に該当しない人数を登録します。 

 
ｆ、ｇについて 

老人扶養親族（その年の１２月３１日現在で７０歳以上）で該当する場合、その人数を登録します。 

※７０歳以上であっても直系尊属でない場合は、同居していても同居老親外となります。 

 

h．一般障害者  

i．特別障害者同居 

j．特別障害者同居外  ･･･扶養対象となる配偶者や扶養親族のうち、障害者の方がいらっしゃる場合、 

その該当人数を登録してください。 

特別障害者…身体障害者手帳に障害の程度が１級または２級と記載されている方等  

☆ポイント☆ 

「同居」の定義について、老人扶養親族と障害者では異なる部分がありますのでご注意ください。 

● 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系の尊属で、本人又はその配偶者と 

常に同居している人をいいます。 

 

● 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、本人又はその配偶者、もしくは本人と生計を一にして

いるその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。 
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＜「扶養優先」情報から「家族」情報への切り替えの手順 ＞ 

「扶養優先」情報の内容から、「家族」情報へ登録の切り替えを行う際の手順です。 

 （以下①～⑨の手順をおこなってください） 

まず、「扶養優先」情報と「家族」情報の入力データの差分リストを出力します。 

差分があった場合、「家族」情報が正しくなるように「家族」情報へデータを 

入力します。「家族」情報の登録内容に差分がないことを再度確認後、「扶養優先」 

情報を全員分一括削除し、以後「家族」情報にて管理します。 

 

『人事管理』⇒「人事」「チェックリスト出力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

レ 
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①「家族・扶養優先差分チェックリスト」にチェックします。 

②「家族集計基準年」が、当年であることを確認します。 

③「作成」ボタンを押下します。 

④「再読込」ボタンを押下すると、最新の状態に画面を更新できます。 

⑤「ダウンロード」に出来上がった「家族・扶養優先差分チェックリスト」を 

出力します。 

 

「家族・扶養優先差分チェックリスト」 

  作成したチェックリストは、作成日を含め４日間ダウンロードが可能です。 

ユーザ単位に作成されるため、他のユーザが作成したリストは参照できません。 

 

 

⑥「家族・扶養優先差分チェックリスト」にて差分データをチェックし、「家族」情

報の登録内容に差分がないことを確認します。 

差分があった場合は、「家族」情報が正しくなるように入力し、再度「家族・扶養

優先差分チェックリスト」にて差分データがなくなるまでチェックします。 

 

※「扶養優先」情報と「家族」情報の登録内容に差分データがなくなると、「出力対

象が存在しません」とメッセージが表示され、リストは作成されません。 
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『環境設定』⇒『システム管理』「一括削除」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「家族」情報の登録内容に差分がないことを確認後、「扶養優先」情報を全社員分 

  削除するために「一括削除」ボタンを押下します。 

⑧ ステータスが正常終了となれば完了です。 

⑨ 以後、「扶養優先」情報は使用せず、「家族」情報にて管理します。 

 

  

⑦ 

⑧ 
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6） 休業・休職情報 （履歴管理可能） 

・ 各社員の休職情報を管理します。休職情報は歴で管理することが可能です。 

（歴の追加方法は他の画面と同様です。追加する際は他の画面の手順を参照してください。） 

・ 「休業・休職情報」を登録しても、給与の支給には影響しません。（支給なしにはならない） 

個社のプログラム設定によっては支給しないことも可能です。 

・ 「出産」「育児」「介護」は、人事管理項目です。給与の支給には影響しません。 

個社のプログラム設定にて参照させることもできません。 
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7) 発令情報 （履歴管理可能） 

各社員の発令情報を管理します。発令情報は歴で管理することが可能です。 

※給与（賞与）支給処理を行う社員は、発令情報項目のうち「02所属」は必須項目となります。 

 

発令情報追加方法 

① 「発令項目」リストから登録したい項目を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 既にその項目に対して登録がある場合は、画面下にある「追加」ボタンを押下してください。

登録がない場合は、③の手順へ進んでください。 

③ 「適用開始年月日」テキストボックスが空欄で表示されますので、適用開始年月日に入力

し、「設定」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

③ 

② 追加 
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④ 必要な項目に入力をし、「更新」ボタンを押下してください。 

※「発令内容」リストは、「発令マスタ」、「所属マスタ」画面にてマスタデータを登録すること

で選択可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 更新が完了すると、画面下にある発令歴一覧に追加されます。 

 

 

 

 

 

 

  

⑤ 

④ 
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8) 自由項目情報 （履歴管理可能） 

「自由項目情報」画面では、お客様が作成した１０項目（※）について、各社員の情報を管理し

ます。自由項目情報は歴で管理することが可能です。 

（※）項目を作成するには、「自由項目カテゴリ設定」、「自由項目属性設定」画面にて、設定情

報を登録する必要があります。 

 

登録方法は他の画面と同様です。（以下の画面はサンプルイメージです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「PROSRVお客様サイト」-「各種ドキュメント」-「PROSRV on Cloud」-「マニュアル」 

-「操作説明資料」-「給与計算サービス」「自由項目情報操作説明資料.pdf」  

  にて具体的な操作方法を確認いただけます。  
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9) 摘要欄追加情報 （年度単位の履歴管理可能） 

・ 支給日登録（人事連携）時に、本画面で登録した摘要欄を「年末調整情報」画面（『給与』メニ

ュー「年末調整情報」）の「摘要欄１」または「摘要欄２」に引き継ぎます。 

・ 最大 70文字まで登録可能です。35文字を超えた場合は、36文字目以降を「摘要欄２」に引き

継ぎます。 

・ また、『給与』メニュー「年末調整情報」画面に入力することで引き継いだ値を変更することも可

能です。 

・ 摘要欄追加情報は、年度単位での管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


